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2024年に「紅麹コレステヘルプ」など機能性表示
食品を摂取した消費者らに腎疾患、浮腫、倦怠感、
さらには死亡の健康被害が発生したことは記憶に新
しいところです。
健康志向の高まりでいわゆる健康食品の市場は拡
大しており、子ども向け商品も多く販売されていま
す。痩せてキレイになりたい、筋肉を増強したい、
身長を伸ばしたい、集中力をつけて勉強ができるよ
うになりたいといった、子どもにとって魅力的な効
果を匂わせる商品や、子どもの偏食や栄養不足を心
配する保護者向けの商品もあります。
しかし、健康食品の中には、安全性や機能性が事
業者任せで、実際の効果が明らかではないものが多
いだけでなく、様々な健康被害も発生しています。

本来、健康の維持・増進の基本は、「栄養バランス
のとれた食事、適度な運動、十分な休養」であり、安
易に健康食品を利用することは避けるべきです。
本稿では、いわゆる健康食品とはどういうもの
か、どのような被害があるのか、どのような点に注
意するべきなのかを見ていきます。

（1）いわゆる「健康食品」とは
法律上の定義はありませんが、医薬品以外で経口
的に摂取される「健康の維持・増進に特別に役立つ
ことをうたって販売されたり、そのような効果を期
待して摂られている食品」のことです。つまり、医
薬品のような病気の治療や予防の効果はなく、医薬
品の代わりにはなりません。
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また、いわゆる「健康食品」は、厳格な規制の下で
の製造・販売、品質管理を行う医薬品とは異なるた
め、その安全性や有効性、品質規格などが十分に確
保されているとは言い難く、利用には慎重になる必
要があります。
（2）いわゆる「健康食品」の分類
まず、機能性（健康維持・増進に関する機能）の
表示の可否で分類できます。【図1】※

国が一定のルールを定めて機能性の表示が認めら
れているものが「保健機能食品」です。保健機能食
品は、特定保健用食品（トクホ）、機能性表示食品、
栄養機能食品の3つに分類されます。
他方、機能性の表示が認められていないものが

「その他のいわゆる「健康食品」」になります。「その
他のいわゆる「健康食品」」の中には、包装に「栄養
補助食品」「栄養強化食品」「健康飲料」「サプリメン
ト」などと記載したり、あたかも魅力的な効果がある
かのように匂わせる包装デザインや広告をしたりし
ている商品をよく見かけますので、注意が必要です。
また、食品衛生法における健康被害情報の提供に
ついて、「その他のいわゆる「健康食品」」は、特定保
健用食品や機能性表示食品の義務化とは異なり努力
義務となっています。
さらに、医薬品成分が添加された製品（「未承認無
許可医薬品」）は、行政による取り締まりの対象とな
りますが、ネット上で、「その他のいわゆる「健康食
品」」として販売されていることもあります。

（3）�栄養機能食品、機能性表示食品、特定保健用食
品（トクホ）の特徴【下表】
これらの3つの保健機能食品は、いずれも機能性
の表示ができますが、販売までの申請手続きや科学
的根拠の審査などが異なっています。
まず、栄養機能食品は、既に科学的根拠が確認さ
れた栄養成分（ビタミン13種類、ミネラル6種類、
脂肪酸1種類）を対象とします。国による個別の許
可申請や審査を受ける必要はなく、これらの栄養成
分を一定の基準量含んでいれば、国が定めた定型文
によって機能性を表示できます（自己認証制）。
また、特定保健用食品（トクホ）は、その食品の機
能性や疾病リスクの低減に資する旨の表示をするた
めには、その表示について消費者庁長官の許可を受
けなければならず、表示の許可にあたっては食品ご
とに有効性や安全性について国の審査を受ける必要
があります（個別許可制）。審査を経て、許可を得た
ものだけがトクホとして販売可能です。
他方、機能性表示食品は、2015年に新設され、販
売にあたっての安全性及び機能性の根拠はあくまで
も事業者の自己責任で行うもので、届出で足り（届
出制）、国の審査は必要ありません。このため事業者
にとっては、市場参入のハードルが低く、機能性表
示食品の市場は急速に拡大しています。紅麹関連製
品による健康被害を踏まえて、一部の機能性表示食
品の製造・品質管理が見直される等しましたが、特
定保健用食品に比べるとやはり信頼性が低いと言わ
ざるを得ません。

■図1

いわゆる「健康食品」 医薬品

「保健機能食品」

機能性の表示・不可 一定のルールのもと機能性の表示・可
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医薬品

（医薬部外品も含む）
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【表】いわゆる「健康食品」の比較

その他の
いわゆる「健康食品」

保健機能食品

栄養機能食品 機能性表示食品 特定保健用食品（トクホ）

手続き なし 自己認証制 届出制 個別許可制

機能性の 
表示 不可 可

（国が定めた定型文）
可

（事業者の自己責任）
可（消費者庁長官の

 許可が必要）

マーク なし なし
マークはないが、 

商品に機能性表示食品の 
表示が必要

あり　

有効性の
科学的根拠 （定められていない） すでに確認済み 事業者の自己責任 国の個別審査
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いわゆる健康食品の形状は様々で、医薬品に似た
錠剤やカプセル、粉末、シロップなどの薬と同じよ
うな形状のもの（本稿では「サプリメント」といいま
す。）から、飲料やお菓子、野菜などの食材まであり
ます。子ども向けの商品では、チュアブル錠（錠剤
の一種で、口腔内で噛み砕いて服用する）、顆粒（水
に溶かしてジュースのように飲める）や、お菓子と
同じようなドロップ、グミもあり、子どもがおやつ
感覚で摂ることのできるものが多くあります。
サプリメントには、過剰摂取につながりやすい危
険性があります。特定の成分が濃縮されていること
で、通常の食事よりも過剰な量を摂取してしまった
り、その形状から手軽に服用できるが故に、長期間
の服用がしやすいため、健康被害につながりやすい
のです。
また、サプリメントには、外観等では品質を判別
できないという特徴があります。日常の食生活で口
にする生鮮・加工食品の場合は、見た目や匂い、味
の違いによって、品質の劣化などの異常や異物の混
入に気づくことができます。しかし、サプリメント
では、外観等から異常に気付くことは非常に困難で
す。さらに、消費者庁が毎年実施している買上調査
では表示どおりに成分が含有されていない製品があ
ることが判明していますが、外観だけで表示どおり
の成分が含有されているのかを確認することはまず
できません。

（1）様々な健康被害
いわゆる健康食品は、「食品だから安全」「「天然」
だから安全」などと思われがちですが、それらは誤
解で、実は様々な健康被害が報告されています。
また、健康食品は、多くの場合「健康な成人」を対
象にしていますので、子どもや高齢者、妊婦、病気
の人が健康食品を摂ることには注意が必要です。
特に、子どもは、からだが発達段階のため、大人
ではなんでもなくても子どもでは害が出てしまうと
いうことがあり、実際にサプリメント利用後に何ら
かの体調不良を経験した人の割合は、子どもが一番
多かったという報告もあります。また、たとえ成長
や発達に必要なビタミンやミネラルであっても、摂
りすぎによって中毒を生じるものもあります。日本
国内で生活している多くの子どもたちにおいて、健
康食品で栄養素を補給しなければならない状況に
陥っている可能性は非常に低いと考えられます。

（2）�全国の消費生活センター等に寄せられる「危害情報」
PIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステ
ム）の「危害情報」において、健康食品に関するもの
は上位に入っています。特に近年は、ダイエットをう
たった健康食品による健康被害が多く見られます。
危害の内訳をみると、便秘や下痢、胃痛などの「消
化器障害」が最も多く、皮膚の発疹、かぶれ、シミな
どの「皮膚障害」や「その他の傷病及び症状」「呼吸
器障害」などがあります。
健康食品の被害は、便秘や下痢などの比較的軽症
のものから、肝障害、腎不全などの重いもの、さら
に死亡に至るものまで様々です。
（3）具体的な被害事例
子どもや若者の関心が高い健康食品の被害事例を
いくつか紹介します。
まず、バストアップやスタイルアップ等の美容を
目的とし、プエラリア・ミリフィカというマメ科の
クズ（葛）と同属の植物の貯蔵根が原材料として配
合された健康食品では、消化器障害や皮膚障害と
いった一般の健康食品でもよくみられる危害事例の
ほかに、月経不順や不正出血といった、女性特有の
生理作用に影響を及ぼしていると考えられる特徴的
な危害事例が多く見受けられました。現在、プエラ
リア・ミリフィカを含む商品は、「指定成分等含有
食品」の表示が義務付けられ販売されています。
他には以下のような事例もあります。
・・SNSで知ったダイエットゼリーを購入して食
べたところ、吐き気や動悸がした
・・動画投稿サイトの広告を見て筋肉増強サプリ
メントを購入して飲んだところ、発疹がでた

� また、服用後少し時間が経過してから被害が発生し
たり、一定期間服用し続けて初めて被害が発生する
事例もあります。
・・9歳の子どもがDHA・EPA含有サプリメント
を数日間服用した約1か月後に薬物性肝障害
を発症
・・「成長促進」をうたったスピルリナ

（※）
含有サプ

リメントを1年間毎日飲んでいたところ、ア
レルギー性肝障害を発症� （※）藻類の一種

・・ネット通販で購入した海外事業者が製造・販
売する鉄サプリの長期使用で鉄過剰症を発症
・・インターネットで花粉症に効くという健康茶
を買い2週間程飲み、いったん飲むのを止め
たら、倦怠感や微熱が出た（その後、この健
康茶は医薬品成分のステロイドが入った未承
認無許可医薬品であったことが判明）

（4）医薬品との併用による被害
医薬品と健康食品を併用することで、医薬品の効

3.	サプリメントの危険性

4.	健康被害
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果が弱まったり、逆に強くなりすぎて副作用が出た
り、病状が悪化したりする場合があります。
治療のため医薬品を服用している場合に健康食品
を併せて摂ることについては、必ず医師や薬剤師に
相談しましょう。

包装や広告のキャッチコピー、写真や絵やグラ
フ、体験談などで、あたかも魅力的な効果があるか
のように匂わせる商品が多くあります。
国は、食品の安全確保と消費者の適切な食品選択
等のために「健康増進法」「医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」「不当
景品類及び不当表示防止法」等で規制をしています。
しかし、魅力的な効果を匂わせる巧妙な表示や広
告はあとを絶ちませんので、消費者は安直に信じな
いようにする必要があります。
いわゆる「健康食品」では、医薬品的効能効果を
表示することはできないので、「ニキビ予防」「感染
症予防」「月経前症候群の症状の緩和」等の表示をし
ている商品には注意が必要です。
また、「美味しく食べて楽々ダイエット」等の表記
を裏付ける合理的根拠があるのか、「ユーザー満足
度98％」「口コミ評価第1位」「顧客満足度第1位」等
の表記には客観的な実証があるのかを確認する必要
があります。
さらに、例えばスリムな女性のイラストや写真等

とともに商品説明として、「酵素のパワーで消化と代
謝を促進　脂肪を溜めない！」、「解毒作用」などと
うたったり、お客様の声として「約半年間で○kgの
減量に成功」「食事制限一切なし」などと表示したり、
表示全体からみて消費者があたかも当該商品を摂る
だけで期待する効果が得られるような誤認を招くお
それのある表示の商品には特に注意が必要です。

本来、健康の維持・増進の基本は、「栄養バランス
のとれた食事、適度な運動、十分な休養」であり、安
易に健康食品で栄養の偏りや生活の乱れを解決しよ
うとすることは避けるべきです。日頃の食事、運動、
休養の改善を図ることが大切です。
ダイエットや筋力増強効果を期待させる食品には
特に注意してください。死亡事例もあります。体重
を減らす効果をうたうダイエット食品は、人で安全
性が実証されているものはほとんどありません。
以上を踏まえた上で、やむを得ず栄養素の不足が

生じるときは、あくまでも補助的なものとして健康
食品を利用するにとどめましょう。
健康食品を利用する場合の注意すべきポイントは
以下のとおりです。購入前、購入時、利用開始後に
分けて、まとめておきます。
　購入する前に
1健康食品を利用する選択をする前に、今の自分に
とって本当に必要か考える

2自分自身で製品中に含まれている成分の安全性
と有効性に関する情報（科学的根拠）や健康被害
の情報を、信頼できる情報源から入手して、その
健康食品を利用するか否か判断する
情報源の例：食品安全委員会、厚生労働省、国立研
究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所など

3広告のキャッチコピーや利用者の体験談、友人や
知人からの情報だけで利用することを選択しない

　購入するとき
4製品の品質などを確認するための、製品中の個別
成分の含有量、製造者や問い合わせ先が明記され
ていることを確認する

　利用するとき
5過剰摂取とならないように注意する（健康食品の
摂り過ぎだけでなく、通常の食事で摂取している
分も含めて考える必要がある）

6何を、いつ、どのくらい摂ったかと、効果や体調
の変化を記録する

7思わぬ健康被害を受けることがあるので、健康食
品の複数利用はしない

8自己判断での医薬品との併用は避け、不調を感じ
たらすぐに摂るのを中止し、医師・薬剤師などの
専門家に相談する

    「いわゆる「健康食品」に関するメッセージ」
食品安全委員会は、消費者が健康食品の利用を考えると
きに、まずそれが自分にとって安全かどうかを見極めるた
めの考え方を「いわゆる「健康食品」に関するメッセージ」
として示しています。こちらも是非お伝えください。

▶https://www.fsc.go.jp/osirase/kenkosyokuhin.
　data/kenkosyokuhin_message.pdf

5.	� 健康食品の根拠のない表示や広告などの
問題点

6.	被害に遭わないよう生徒に伝えたいこと

（� ）

食品安全委員会
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1.  コーディネーターが提案します！
東京都消費生活総合センターには、消費者教育
コーディネーターが設置されています。コーディ
ネーターは、学校が消費者教育に取り組む際に、教
材の提供や講師の派遣など、消費者教育の実施に向
けたサポートをします。
令和7年度は57校からの相談を受け、40校でサ
ポートをしました。

2.  講師による消費者教育講座
講師は、東京都消費生活総合センターに登録され
ている消費者啓発員が担当します。島しょ等の場
合、オンラインによる講座も対応可能。費用は無料。

3.  出前寄席との組み合わせも可能
落語・漫才・コント

で悪質商法の手口や対
処方法をお伝えしま
す。1演目15~20分、出
前講座との組み合わせ
も可。費用は有料です。

4.  令和7年度の実施例
・・学校行事（セーフティ教室など）
・・教科や総合の時間など（ロールプレイング、グルー
プワークなど生徒参加型の講座）
・・新入生オリエンテーション（SNSトラブル防止を
含めたリテラシー講座）
・・保護者会・PTA研修
・・卒業生への指導（18歳成年年齢に達した卒業生対
象に悪質商法被害防止の講座）

5.  様々な取組みに対応

中学校
講義を受けるだけでな
く、消費者と事業者の実
際のやりとりのシナリオ
台本を読み疑似体験す
る、生徒が参加する形の
講座も行っています。

高等学校
出前講座や出前寄席、グループワークなどのアク
ティブ・ラーニングを取り入れ、各学校に合ったプ
ログラムを実施しています。
また、東京都では、毎年、若者の消費者トラブル
防止のためのCMシナリ
オ・動画を募集するとい
うコンテストを実施して
います。このコンテスト
を講座や授業に取り入
れ、活用する学校も増え
ています。

特別支援学校
特に卒業後、消費者被害に遭わないための情報を
必要としています。
下のグラフは、特別支援学校5校で行ったアン
ケート結果です。卒業後に多くの生徒がインター
ネット通販を利用するので、契約の基礎知識や被害
を予防する方法、被害に遭った時の対処法を学ぶ学
校が多くなっています。

皆さんの学校で、学年行事やホームルーム、授業
などにおいて消費者教育を計画する時には、コー
ディネーターをぜひご活用ください。

Q �インターネットで買い物（ネット通販）をしたことがありますか？  �
（特別支援学校5校の生徒回答数85人）

〈購入したもの〉
洋服、漫画、イヤホン、
ゲーム、ゲームソフト、
水槽などの飼育道具、
ショルダーバッグ、
フィギュア、
親に頼んでの買い物

など

あります
60%

あります
60%これから

19%
これから
19%

ありません
21%

ありません
21%

消費者教育コーディネーターへのお問い合わせについては、下記までお願いします。

東京都消費生活総合センター 活動推進課　高齢者見守り・連携担当　TEL 03-6228-1331

中学校でのロールプレイの様子

英明フロンティア中高での様子

消費者教育コーディネーターの活用のご案内
　活動推進課

東京都消費生活総合センターからのお知らせ

新作5本加わりました

出前寄席
あて先：東京都消費生活総合センター活動推進課行

下記のとおり、出前寄席の派遣を申し込みます。

出 前 寄 席 派 遣 申 込 書

電話　 03-3235-4167

別記第 1号様式

　　年　　月　　日

申 込 者

実 施 日 時

実施場所

演　　　目

参 加 者

団体名

連絡責任者

所在地
〒

電話・FAX

名　称

所在地

電話・FAX

落　語

漫　才

コント

演目数

演目数

演目数

演目題名

演目題名

演目題名

最寄駅

予定者数　　　　　人（ 学生・若者・中高年・高齢者・一般都民・その他）

　　年　　月　　日　（　　　）　　午前・ 午後　　時　　分

電　話 F A X

電　話 F A X

（開催地までの行き
方の詳細を記入）

●東京農業大学落語研究会
●明治大学落語研究会
●青山学院大学落語研究会
●東京大学落語研究会
●桜美林大学落語研究部
●元祖若手落語会
●出前寄席OB会
●社会人落語研究会 東京しゃからく
●出前寄席ユニット アクトリー

●凡从亭・落語振興協会
●（公社）日本消費生活アドバイザー・
　コンサルタント・相談員協会
　消費者教育委員会
●若手落語会
●らくらく落語会
●凡从・クリエーション
●ダブルアイランド
●あさかぜ亭落語倶楽部

消費者啓発ボランティアグループ

１か月前までに、「出前寄席派遣申込書」を電子申請、郵送でお送りください。
「申込書」はホームページからダウンロードすることもできます。
（なお、演者の都合により、ご希望の日時等に添えない場合もあります。お早めに
ご相談ください。）

１演目につき15～20分程度です。
※2演目以上ご依頼される場合は、上演時間に加えて10分程度の余裕をみてください。

出演者1人1演目あたり6，700円（交通費込み）の謝礼をご負担ください。

…１人 …2人 …3人落語 漫才 コント

〒162-0823　新宿区神楽河岸１－１セントラルプラザ15階
　　　　　　　 東京都消費生活総合センター　活動推進課　協働連携事業担当

TEL：０３－３２３５－４１６７
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/
manabitai/de_yose
全演目はホームページでご覧になれます。
オンラインでの実施についてもご相談ください。

令和8年3月作成

申込方法

上演時間

費　　用

お問合せ
・

お申込み先

落語 漫才 コント

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

出前寄席のご利用案内

東京くらしWEB 出前寄席 検索

●SRI 演芸協会
●話芸の会
●さか上がりの会
●シン東京漫才会
●（一社）笑ってMe
●エル落語倶楽部
●はなぶさ落語会
●生活あんぜん研究会
●アメイジングエナジー

致しま
す

致しま
す致しま
す

致しま
す参上参上参上参上

 落語  漫才  コント 

消費者問題の啓発に
を

ご利用ください
東京都消費生活総合センター

わたしは消費者 No.183 5
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要点をまとめた
付属資料は、

ダウンロードをして
配布可能！（全4種）。

⬇

洗濯表示、洗濯用品の選び方、商業クリーニング、サステナブル
ファッションについて、衣替えを行う洗井さん一家に、服の案内人
ジョー・ランドリーが分かりやすく楽しく解説するDVDです。
（高等学校家庭基礎・家庭総合の教科書を参考にしています。）

■ 全編：約38分

■ 監修：�実践女子大学　環境デザイン学部　 
教授　塩原 みゆき

�服の案内人ジョーと学ぶ　未来につながる“センタク”
～洗濯の心得とサステナブルファッション～

新作DVD教材

令和7年度作成消費者教育教材のご紹介 
消費者としてのより良い選択が学べる新たな教材が完成！
～毎日の「センタク」（洗濯・選択）をもっと上手に～ 　活動推進課

東京都消費生活総合センターからのお知らせ

※「東京くらしWEB」で、
　動画を配信しています。

洗濯表示を正しく理解する�� 【約 14 分】
家族で衣替えの準備をしています。ヒロトさんと忠司さんは
正しく洗濯、仕上げができるでしょうか？
❶家庭洗濯・漂白　❷乾燥　❸アイロン仕上げ
について、洗濯表示の意味を学びます。

洗濯用品を正しく選ぶ�� 【約８分】
ヒロトさんとミズエさんが洗濯用品を買いにスーパーへ。
用途に合った洗剤って？漂白剤の種類って？柔軟仕上げ
剤って？汚れが落ちる仕組みなどの解説を交えて、選び方、
注意点などを学びます。

商業クリーニングでの注意点�� 【約９分】
忠司さんがクリーニング店へ。
クリーニングに出す前、お店選び、預け入れ時、引き取り時
などの注意点を事例を交えて学びます。また、トラブルが起
きた時にどうすればよいか、相談先などを紹介します。

衣服のエシカル消費（サステナブルファッション）� 【約８分】
洗井さん一家がリビングで着なくなった服についてどうし
たら良いか話し合っています。エシカル消費って？サステナ
ブルファッションって？などの用語解説。衣服の循環、３Ｒ
など、企業や私たち消費者ができることを考えます。

わたしは消費者 No.183　6
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平成27年度に作成し、広く活用されている本教材は、
Web上での買い物の疑似体験を通じて、商品選択から�
消費者の権利と責任までを考えることができます。
令和7年度は、ステージ1を中学生により身近な「飲
み物を買う」設定とし、食生活から消費生活を考えられ
るように改訂を行いました。

それぞれのタブから
具体例を確認でき、
消費者の行動が社会に
与える影響を考えます。

�カートくんの買い物★なびげ～しょん
―「消費者の権利と責任」の社会―

改訂Web教材

飲み物のラベル等を見て
商品を選択する力を養い
ます。販売方法、三者間
契約を含む支払い方法、
売買契約の成立、契約概
念も学ぶことができます。

買い物を通して気づい
たことをきっかけに、消
費者の行動が、環境や社
会につながっているこ
とを考えていきます。

一 on 
窓；；］庁クきご

゜

」 1こ且ぶ？；；；：r：:烹：＇｀：こ：

一
指導者用資料（バワ ー ポイント）

●東寮＂●賃生石紀aヒンター

食品ロスを考える 11 インターネット通信販売最終確認画面の6項目

日本の年間食品ロス量 I約464万 Iトン，．杞5乞●●●水●●●匹●●●9•9
国民一人ヨたり編Bあにぎり1霞分9わ四6)を慶甕

世界の食料支擾量 0回：西回を］トン血9●●●●●●m■9“']●●9

日本の年問食品ロス量 は界の貪料支損量

一•.

量鍵朧朧•■1 0分量
〇駈亮価格・対価（逸料の表示屯必襲）
〇支払の時蔚方法
051濃・貴炭闘閉
〇甲込朗闇（疇のある場合）

申込確定の前に ・ ・ ・ 〇申込みの農lli．鱗除1こ間すること
こ(J)6つの項目が （還品特n會む）
表示されているか、 ．一…一＂ ←→心しふ•心ピロ•

必ず穫認しよう＇

技術・家庭科
家庭分野

社会科
公民的分野

授業で
使える！

解説書、指導者用資料、
ワークシートは

ダウンロードが可能！

買い物を
しよう！ どの飲み物を買う？

考えよう！ 買い物の意味

消費者の
権利と責任

わたしは消費者 No.183 7
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〒162-0823　新宿区神楽河岸1-1　☎ 03-3235-1157
東京都消費生活総合センター

教科の枠を超えた消費者教育に役立つ知識と最新情報の習得を！

座学講座は 会場 ＋ 双方向ライブ配信、選べるハイブリッド型！ 

日　程 	 令和8年7月22日（水）～ 8月7日（金）の期間内で実施

会　場 	 東京都消費生活総合センター（飯田橋）、東京都多摩消費生活センター（立川）、他

講座数 	 �全13講座　 ◇◇ 座学講座…10講座（見学講座を除きオンライン受講あり）   
　     　　　 ◆ 実験講座… 3 講座

対　象 	 �都内の教育現場で消費者教育を実践していただける方なら、どなたでも！   
（都内小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の先生、栄養士、部活動の指導に当たる先生など）

定　員 	 �◇◇ 座学講座…飯田橋50名・立川30名・オンライン220名　※会場受講は定員に達し次第募集終了   

◆ 実験講座…飯田橋32名・立川16名　※申込多数の場合は抽選により受講者を決定   

◇◇ 座学・見学講座…40名　※申込多数の場合は抽選により受講者を決定

■ 研修の認定について
本講座を2講座受講することで、東京都教職員研修センターの1年次（初任者）研修「課題別研修」の単位とすることが
できます。ご不明な点がある場合は、東京都教職員研修センター研修部授業力向上課へお問い合わせください。
なお、東京都教職員研修センター研修部授業力向上課へのお問い合わせは、受講者の所属の管理職からお願いします。

■ 受講証明書の発行について
受講後、ご希望のある方には、東京都消費生活総合センターより受講証明書を発行いたします。

※資料は事前に受講者のみ閲覧可能な「受講者専用ページ」に掲載します。
※会場受講の場合も資料の紙配布はしません。事前に印刷又はご自身のパソコン・タブレットにダウンロードする等ご準備ください。

オンライン配信 220名
（Teamsによる受講）

飯田橋会場 50名

質問も可能

▶お申し込み	 ：�電子申請 詳しくはHP東京くらしWEBをご覧ください。
▶お問い合わせ先	：東京都消費生活総合センター 活動推進課 学習推進担当　03-3235-1157

東京くらしWEB  募集中の講座 検 索

6月10日（水）申込開始

立川会場 30名
（座学講座ではサテライト会場）

令和8年度 
教員のための消費者教育講座

【主催】東京都消費生活総合センター

東京都消費生活総合センターからのお知らせ

【後援】
東京都教育委員会
東京私立初等学校協会
一般財団法人東京私立中学高等学校協会
公益財団法人東京都私学財団

わたしは消費者 No.183　8
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